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賃金の0.lT妬、お時会|・ 1月朝態上げも、配櫨器の機器辞当お2年間で串巌i

霊
年
灘
続
の
ベ
ア
鱗
密
で
も
鍵
盟
貸
緑
触
徹
下
に

一　
全
教
も
加
盟
し
て
い
る

「
公
務
労
組
連
絡
会
」
は
、
大
幅
賃
上
げ
を
め
ざ
し
香
闘
期
か
ら
民
間
の
労
働
組
合
と
も
共
同
し
て
運
動
し
一

一て
き
ま
し
た
。
７
月
２
７
日
に
は
、
全
国
か
ら
１
７
０
０
人

（
全
教
北
九
州
か
ら
３
名
参
加
）
が
結
集
し
賃
金
改
善
、
扶
養
手
当
改
悪
一

一阻
止
の
た
た
か
い
を
展
開
し
ま
し
た
。
さ
て
、
人
事
院
は
、
８
月
政
府
と
国
会
に
対
し
、
国
家
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
勧
告
と
職
員

一の
両
立
支
援
に
か
か
る
勤
務
時
間
の
改
定
に
関
す
る
勧
告
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
賃
金
は

「
７
０
８
円
、
０
。
１
７
％
」
の
官
民
格
差
一

い
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

一に
も
と
づ
く
改
善
、　
一
時
金
は
０
。
１
月
の
引
き
上
げ
、
あ
わ
せ
て
配
偶
者
扶
養
手
当
を
半
減
す
る
見
直
し
も
お
こ
な
い
ま
し
た
。
３
一

Ｔ
連
続
の
ベ
ア
勧
告
は
、
公
務
労
組
連
絡
会
等
の
ね
ば
り
強
い
要
求
の
反
映
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
水
準
は
、
公
務
員
の
生
活
を
改
一

善
す
る
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
す
。
北
九
州
も
権
限
移
譲
に
よ
り
大
幅
な
収
入
の
減
額
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
扶
養
手
当
の
減
額
¨

ぼ
大
き
な
打
撃
で
す
。
全
教
北
九
州
は
、
勤
務
・
労
働
条
件
改
善
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
た
運
動
を
続
け
ま
す
。
　
　
　
　
一
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き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

ぁ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨
ん
。

２
０
１
６
年
人
事
院
勧
告
の
概
要
　

肝̈
数

卸
執
ガ
比
堪
謀
噺
酢
陶
約
粕

一
勲

院
は
十
分
な
協
議
も
せ
ず
、
明
確
か

１
、
人
事
院
は
、
月
例
給
に
つ
い
て
０
．
一．
２
月
下
回
っ
て
い
る
と
し
て
、
０
．
ｒ
つ
納
得
で
き
る
理
由
を
示
さ
ず
改
悪
を

山
庫
開
抑
陥
鉾
伽
晦
朝
輸
燿
ぱ
揺
婿
庫
貯

「̈
巾
翔
判

中
的
柿
お
わ
す
中
中
申
中
車
一
串
中
姫
車
【
中
吋

↓こ力ヽ 扶
韓
中
学
の
範

ｔこ の 直
車

前
年
比
で
０
．
８
％
士
昇
し
て
お
り
、
今

勤̈
勉
手
営
に
配
分

　ヽ

　

　

　

　

　

「

２
０
１
６
年

人
事

院

勧

告

の
概

要

　

３̈
、

一
時
金

は
、
公
務
員

の
年
間
支
給

¨
４
、
扶
養
手
当
見
直

し
に

つ
い
て
、
人

一月
数

（
４
．

２
０
月
）
が
民
間
を

０
．
¨
事
院
は
十
分
な
協
議
も
せ
ず
、
明
確
か

１
、
人
事
院
は
、
月
例
給
に

つ
い
て
０
．
一．
２
月
下
回

っ
て
い
る
と
し
て
、

０
．
ｒ
つ
納
得

で
き
る
理
由
を
示
さ
ず
改
悪
を

回
の
改
善
で
は
公
務
員
の
実
質
鮎
金
は

は̈
．
２
月
期
に
あ
て
、
来
年
度
以
降
は

¨
定
す
る
取
り
扱
い
を
見
直
し
、
現
行
の

低
下
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ア
ベ
ノ
ミ

６̈
月
期
と
１
２
月
期
に
そ
れ
ぞ
れ
０
．
一
１
３
０
０
０
円
か
ら
６
５
０
０
円
に
減

ク
ス
効
果
が
民
間
で
働
く
労
働
者

の
賃

。̈
５
月
ず

っ
ぁ
て
る
と
し
て
い
ま
す
。
¨
額
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
原
資
を
用
い

上
げ
ま
で
に
至

っ
て
い
な
い
た
め
で
す
。
¨
（図
表
参
照
）
引
き
上
げ
分
を
す
べ
て

一
て
子
に
か
か
る
手
当
を
現
行
の
６
５
０

２
、
俸
給
表
の
改
善
で
は
、
初
任
給
を
１
¨
「勤
務
実
績
に
応
じ
た
給
与
を
推
進

¨
て
い
ま
す
。
（図
表
参
照
）
配
偶
者
手
当

５
０
０
円
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
な
年

す̈
る
た
め
」
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
¨
の
減
額
は
、
受
給
者
の
影
響
を
少
な
く

層
も
同
程
度
の
改
定
を
お
こ
な
う
な
ど
、

人̈
事
評
価
制
度
は
、
公
正
な
評
価
と
な

¨
す
る
た
め
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す

昨
年
同
様
、
初
任
給
と
若
年
層
に
重
点
を
¨
っ
て
ぃ
る
か
ど
う
か
検
証
も
さ
れ
て
¨
が
、
こ
の
改
悪
で
多
く
の
扶
養
手
当
受

置

い
た
改
定
と
な

つ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以

一
ぉ
ら
ず
、
ま
し
て
教
職
員
に
は
人
事
評

¨
給
者
が
労
働
条
件
引
き
下
げ
と
な
り
ま

外
の
号
俸
も
す
べ
て
引
き
上
げ
る
と
し
、
”価
は
な
じ
ま
な
い
現
実
を
考
え
る
と
、
¨
す
。
人
事
院
は
、
扶
養
手
当
の
さ
ら
な

高
位
号
俸
に
つ
い
て
は
、
４
０
０
円
の
引

人̈
事
評
価
の
結
果
を
勤
勉
手
当
に
反

¨
る
見
直
し
も
検
討
す
る
と
し
て
お
り
、

勤

勉

手

当

に

あ

て

る

理

由

と

し

て

、
¨
０
円

か

ら

１

０

０

０

０
円

に
す

る
と

し

映
さ
せ
る
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
”
こ
れ
以
上
の
改
悪
は
見
過
ご
せ
ま
せ

119,500円 → 16.500円
十子226,000円 → 26.500円  ④配偶者十親226,000円 → 19,500円
+子 1+親 126,000円 ‐ 231000円

図養1 鉄養審当「見直しJ

薪 ilal付鏑 : 筋!J轍灘

配偶者 13,000円 10,000円
求注

6.500円

子 6,500円 8,000円 10,000円

配偶者・子以外 6,600円 6.500円
※注

61500円

配偶者がない場合は
そのうち1人について

11,000円 子 !10.000円

他 :9,000円 特例廃止

畳壺二纂熙 鯛継撚ユト任注を盤醤景墳Rい
9 軍度「3500円 」、

口表_ …時金月数の支捻鞠襲

一般職員 6月期 12月期

本年度  
期末手当

勤勉手当

1.225月 (支結済み l.375月 (改定なし)

0.800月 (寛描済み 0.900月 限行0.800月 )

17年度
 観謎

1.225月 1.375月

0。850月 0.850月

再任用機員 6月期 12月期

本年度
  盤毬垂畳

0,650月 (支描済み 0.800月 Q覚定なし)

0.375月 (支描済み 0.425月 α詔骨0.375月 )

1フ 年度 
期末手当

勤勉手当

0.650月 0.800月

0,400月 0.400月



蒲
慈

あ
く
ま
で
も
市
職
の
勤
務
条
件
に

こ
だ
わ
る
市
・教
育
委
員
会
。

こ
の
夏
休
み
期
間
中
、
全
教
北
九
州
は
教

育
委
員
会
と
５
回

（延
べ
３
８
名
参
加
）
の

権
限
移
譲
小
交
渉
が
お
こ
な
い
ま
し
た
。
交

渉
で
は
、
給
与
や
勤
務
時
間

・
休
暇
等
の
懸

案
事
項
に
つ
い
て
教
職
員
の
勤
務
条
件
変
更

に
よ
っ
て
働
き
方
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
現
場

の
実
情
も
添
え
て
丁
寧
に
説
明
し
ま
し
た
。

激
変
を
伴
う
移
管
に

具
体
的
措
置
の
回
答
な
し
。

全
教
北
九
州
は

「教
職
員
の
働
き
方
は
市

職
の
そ
れ
と
は
馴
染
ま
ず
、
そ
れ
に
見
合

っ

た
勤
務
条
件
」
を
要
求
し
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
市
教
委
は
、
教
育
条
件

・
環
境
が
整

つ
て
い
な
い
た
め
に
、
市
職
の
勤
務
条
件
で

は
学
校
が
混
乱
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
自

動
車
に
よ
る
出
張
な
ど
の
事
項
は
す
ぐ
に
変

更
し
た
も
の
の
そ
れ
以
外
の
働
き
方
に
関
す

る
条
件
は
国
の
基
準
を
盾
に
市
職
の
条
件
に

合
わ
せ
よ
う
と
し
て
、
具
体
的
回
答
を
避
け

て
い
ま
す
。

地
域
手
当
、
期
末
・勤
勉
手
当
の

切
り
下
げ
は
許
さ
れ
な
い
。 発

ド
ハ
Ｖ
Ｇ
Ｉ
・

給
与
に
関
し
て
市
教
委
は
大
幅
な
減
額

に
つ
な
が
る
内
容
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
手

当
に
つ
い
て
も
、
国
の
水
準

。
基
準
を
盾
に

市
職
の
条
件
と
同
じ
支
給
水
準
、
額
を
提
示

し
て
い
ま
す
。
全
教
北
九
州
の

「権
限
移
譲

ニ
ュ
ー
ス
」
で
も
指
摘
し
ま
し
た
が
、
地
域

手
当
は
福
岡
市
が
１
０
％
、
そ
れ
以
外
の
地

域
は
５
％
に
あ
げ
ら
れ
る
予
定
で
す
。
し
か

し
、
労
働
条
件

の
厳
し
い
こ
の
北
九
州
は

３
％

（現
在
４
．
２
５
％
）
に
切
り
下
げ
ら

れ
、
北
九
州
市
以
外
の
教
員
と
の
賃
金
格
差

が
拡
大
し
ま
す
。
ま
た
、
通
勤
手
当
も
同
様

に
自
動
車
に
よ
る
通
勤
が
、
今
の
２
キ
ロ刻
み

が
５
Ｆ
刻
み
に
変
え
ら
れ
た
ら
不
利
益
を

被
る
先
生
も
多
数
で
ま
す
。
生
活
と
深
く
関

わ
る
給
与
だ
け
に
減
額
は
到
底
納
得
で
き

な
い
こ
と
を
市
教
委
に
伝
え
、
今
の
支
給
水

準
を
維
持
す
る
よ
う
強
く
要
求
し
ま
し
た
。

大
交
渉
で
は
、
働
き
方
に
見
合
っ
た

勤
務
・労
働
条
件
を
高
度
要
求
。

９
月
下
旬
に
最
後
の
交
渉
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
交
渉
で
、
市

・
市
教
委
か

ら
の
最
終
案
が
提
示
さ
れ
ま
す
。
全
教
北
九

州
は
、
組
合
の
見
解
に
沿
っ
た
要
求
を
基
本

に
大
交
渉
に
臨
み
ま
す
。
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1      闘 1響期購朝‖1瑠随期卿 社棒郵悔 勢 i犠94H
卜全教北九州は、移譲の交渉の席で通勤に使つている自家用車の性格について執拗に緑り返し市教委側に説明

|てきました。>教員の場合、通勤で使つている自家用車は公務でも使用しているため公用車的性格をもつている

|と主張してきました。その根拠は、教蕎委員会に「公用車登録」を行つているところです。教員は、遇勤だけで

|なく研修や生徒指導上の家庭訪間等でも使つています。(その中には旅費等の手当がつかないものもあります)こ

|のように自家用車は通勤の道具としてだけでなく、公務逐行上必要な道臭であり手段です。)組合は、以上の理

1由で、通勤手当の切り下げには納得できないことを主張してきました。

|  ～物 譲でど雛 諮 物 舞 れ らう～物議妙
|

|プン零ン霧褻ン]後多餡ン葬聾ン繁統
で

1  日時  10月 22日 (± 8理 日) 14時 ～ 168寺

i ※場所は未定です。後日お知らせします。また、学習会後、学習会参加者&全教共済加入者の交流会を
1  おこなう予定です。                ・
L_____… ― ― ― ― ―

30人以下寧級を早期に実現させるための行動を 1

～ 署名活動スタート ～
今年も、すべての小・中学校に少人数学級が実現できるように街頭宣伝、

名活動を行います。教員にとつても、多忙解消の決め手となる施作です。

、家族、そして職場、市民に必要性を訴え少しでも多くの署名を

今年の目標は、 5000筆 です。

●スタート集会 9月 3日 (土)10Bき半よリ ウェルとばた

※毎月、JR駅頭で街頭宣伝、署名活動をします。一度は参力8を 1

●憲法を守るための街頭宣伝行動 (同日10時より)※テイッシュ配布

9月 のせ んせ いの

9月 23日 (金)19田寺より

高見市民センター

「合唱指導」チラシをご覧ください。

欠回 定例会

9月 30日 (金)高見市民 C(予定)

・権限移譲の最終提案など

しょう。


